
伊 丹 市 高 齢 者 日 常 生 活 用 具 給 付 事 業 実 施 要 綱  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  高 齢 者 日 常 生 活 用 具 給 付 事 業 は ， 市 内 に 居 住 す る ひ

と り 暮 ら し 高 齢 者 及 び 寝 た き り 高 齢 者 等 に 対 し ， 日 常 生 活 用

具 （ 以 下 「 用 具 」 と い う 。） を 給 付 す る こ と に よ り ， 日 常 生 活

の 便 宜 を 図 り ， こ れ ら の 者 及 び 介 護 家 族 の 福 祉 の 増 進 を 図 る

こ と を 目 的 と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は ，

そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と お り と す る 。  

（ １ ） ひ と り 暮 ら し 高 齢 者  常 時 居 住 し て い る 家 屋 内 に 同 居

者 が い な い 高 齢 者 を い う 。  

（ ２ ） 寝 た き り 高 齢 者  「「 障 害 老 人 の 日 常 生 活 自 立 度 （ 寝 た

き り 度 ） 判 定 基 準 」 の 活 用 に つ い て （ 平 成 ３ 年 １ １ 月 １ ８ 日

老 健 第 １ ０ ２ － ２ 号 厚 生 省 大 臣 官 房 老 人 保 健 福 祉 部 長 通 知 ）」

に お い て ， 寝 た き り に 分 類 さ れ る ラ ン ク Ｂ 及 び ラ ン ク Ｃ に 該

当 す る 高 齢 者 を い う 。  

（ 用 具 の 種 類 及 び 給 付 の 対 象 者 等 ）  

第 ３ 条  給 付 の 対 象 と な る 用 具 は ， 別 表 第 １ の 種 目 欄 に 掲 げ

る 用 具 と し ，そ の 性 能 は ，同 表 の 性 能 欄 に 掲 げ る 性 能 と す る 。  

２  対 象 者 は ， 別 表 第 １ の 対 象 者 欄 に 掲 げ る も の で ， か つ ，

次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る 者 と す る 。  

（ １ ） 本 市 に 現 に 居 住 し ， 住 民 基 本 台 帳 法 （ 昭 和 ４ ２ 年 法 律

第 ８ １ 号 ） 第 ５ 条 の 規 定 に よ り 本 市 の 住 民 基 本 台 帳 に 記 載 を

さ れ て い る 者 。  

（ ２ ） そ の 属 す る 世 帯 に つ い て ， 生 活 保 護 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法

律 第 １ ４ ４ 号 ） に よ る 被 保 護 世 帯 （ 単 給 世 帯 を 含 む ） も し く

は 生 計 中 心 者 が 前 年 所 得 税 非 課 税 世 帯 で あ る こ と （ １ ～ ６ 月

に 申 請 す る 場 合 は 前 々 年 の 所 得 税 額 ）。  

（ 用 具 の 給 付 の 申 請 ）  

第 ４ 条  用 具 の 給 付 を 申 請 し よ う と す る 者 （ 以 下 「 申 請 者 」

と い う 。） は ， 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー を 経 由 し て ， 所 定 の 申 請

書 を 市 長 に 提 出 す る も の と す る 。  

 

 



（ 給 付 の 決 定 ）  

第 ５ 条  市 長 は ， 前 条 の 申 請 書 を 受 理 し た と き は ， 申 請 者 の

心 身 の 状 況 ， 住 居 の 状 況 及 び 世 帯 の 状 況 等 を 踏 ま え ， そ の 必

要 性 を 検 討 し た 上 で 給 付 を 決 定 す る 。  

２  市 長 は ， 用 具 の 給 付 を 決 定 し た と き は ， 高 齢 者 日 常 生 活

用 具 給 付 決 定 通 知 書 に よ り ， 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 給 付 券 の 交 付 ）  

第 ６ 条  市 長 は ， 用 具 の 給 付 を 決 定 し た と き は ， 当 該 申 請 者

に 対 し ， 給 付 内 容 ， 納 入 業 者 等 を 記 載 し た 高 齢 者 日 常 生 活 用

具 給 付 券 （ 以 下 「 給 付 券 」 と い う 。） を 交 付 す る も の と す る 。 

（ 給 付 の 方 法 ）  

第 ７ 条  用 具 の 給 付 は ， 市 長 が 選 定 し た 業 者 （ 以 下 「 委 託 業

者 」 と い う 。） に よ り 行 う も の と す る 。  

２  委 託 業 者 は ， 用 具 の 給 付 の 決 定 を 受 け た 者 に 対 し て ， 給

付 券 と 引 き 換 え に 当 該 用 具 を 引 き 渡 す も の と す る 。  

（ 費 用 等 の 請 求 ）  

第 ８ 条  用 具 等 の 納 入 を 完 了 し た 委 託 業 者 は ， 受 領 印 を 受 け

た 給 付 券 を 添 付 し ， 用 具 等 の 種 類 に 応 じ て 別 に 定 め ら れ た 金

額 を 市 長 に 請 求 す る も の と す る 。  

（ 用 具 の 管 理 義 務 等 ）  

第 ９ 条  用 具 の 給 付 を 受 け た 者（ 以 下「 受 給 者 」と い う 。）は ，

当 該 用 具 を 目 的 に 反 し て 使 用 し ， 又 は 譲 渡 し ， 交 換 し ， 貸 し

付 け ， 若 し く は 担 保 に 供 し て は な ら な い 。  

２  用 具 の 廃 棄 ・ 処 分 は ， 用 具 の 受 給 者 が ， 自 ら の 責 任 に お

い て 行 う も の と す る 。  

３  用 具 が 劣 化・破 損 し ，使 用 に 耐 え ら れ な く な っ た と き は ，

そ の 要 因 が 受 給 者 の 過 失 に よ る も の で な い 場 合 は ， 再 度 給 付

申 請 を 行 う こ と が で き る 。（ た だ し ， 受 理 日 を 基 準 と し て 給 付

し た 用 具 が 別 表 第 １ に 定 め る 耐 用 年 数 を 超 え て い る 場 合 に 限

る 。）  

（ 費 用 の 弁 償 ）  

第 １ ０ 条  受 給 者 が こ の 要 綱 に 違 反 し た と き ， 又 は 虚 偽 そ の

他 不 正 な 手 段 に よ り 用 具 の 給 付 を 受 け た と き は ， 当 該 給 付 に

要 し た 費 用 の 全 額 又 は 一 部 を 弁 償 さ せ る こ と が で き る 。  

 

 



（ 給 付 台 帳 の 整 備 ）  

第 １ １ 条   市 長 は ， 用 具 の 給 付 の 状 況 を 明 確 に す る た め 老 人

日 常 生 活 用 具 給 付 台 帳 を 整 備 す る も の と す る 。  

（ 細 則 ）  

第 １ ２ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か ， 申 請 書 の 様 式 そ の

他 事 業 の 実 施 に 関 し 必 要 な 事 項 は ， 市 長 が 別 に 定 め る 。  

 

付  則                                 

 (施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 ７ 年 １ ２ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 (老 人 日 常 生 活 用 具 給 付 事 業 実 施 要 綱 の 廃 止 ）  

２  老 人 日 常 生 活 用 具 給 付 事 業 実 施 要 綱 （ 平 成 ６ 年 ４ 月 １ 日

施 行 。 以 下 ｢旧 要 綱 ｣と い う 。） は 廃 止 す る 。  

３  平 成 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 同 年 １ １ 月 ３ ０ 日 ま で の 間 に 旧 要

綱 に 基 づ い て 行 わ れ た 用 具 の 給 付 等 は ， こ の 要 綱 に 基 づ く 用

具 の 給 付 と み な す 。  

  付  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  付  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  付  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  付  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  付  則  

 こ の 要 綱 は ， 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別表１  

種目 対象者 性能 耐用年数 

電 磁 調 理

器  

６ ５ 歳 以 上 で

あ っ て ，心 身 機

能 の 低 下 に 伴

い 防 火 等 の 配

慮 が 必 要 な ひ

と り 暮 ら し 高

齢 者 等  

電 磁 に よ る 調 理 器

で あ っ て ， 高 齢 者 が

容 易 に 使 用 し 得 る

も の で あ る こ と 。  

６ 年  

自 動 消 火

器  

６ ５ 歳 以 上 で

あ っ て ，心 身 機

能 の 低 下 に 伴

い 防 火 等 の 配

慮 が 必 要 な ひ

と り 暮 ら し 高

齢 者 ，寝 た き り

高 齢 者 等  

室 内 温 度 の 異 常 上

昇 ま た は 炎 の 接 触

で 自 動 的 に 消 火 液

を 噴 出 し 初 期 火 災

を 消 火 し 得 る も の

で あ る こ と 。  

５ 年  

 


